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各都道府県担当部局長 殿 
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各指定都市担当部局長 殿 

（財産管理担当課扱い） 
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総務省総合通信基盤局事業政策課長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

行政財産の目的外使用許可における許可期間について 

 

 

行政財産は、公用又は公共用に供する財産であることから、地方自

治法（昭和２２年法律第６７号）第２３８条の４第１項において私権

の設定が制限されていますが、同法第２３８条の４第７項において、

当該財産の用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可する

ことができることとされています。 

この許可期間については、「行政財産の目的外使用許可について」

（平成２５年６月２６日付総務省自治行政局行政課長通知）において

通知しているとおり、原則、将来当該財産を本来の目的に使用したと

き、直ちに原状回復又は使用関係の是正が困難となり、ひいては行政

財産の本来の用途又は目的を妨げる結果ともなるような長期継続的使

用の許可ができないものですが、行政財産の構造や耐震性、耐用年数

等態様上の問題がなく、かつ、将来にわたって行政財産を公用又は公

共用に使用する予定がない等の場合には、適切な期間設定による長期

継続的使用の許可をすることも可能であり、どのような場合にどのよ

うな期間を設定できるかについては、具体的事例により個別的に判断



することとされています。 

このため、例えば、屋外用通信基地局を設置するため行政財産の使

用を許可することについても、上記のとおり、行政財産の構造や耐震

性、耐用年数等態様上の問題がなく、かつ、将来にわたって行政財産

を公用又は公共用に使用する予定がない等の場合には、適切な期間設

定による長期継続的使用の許可をすることが可能であると考えられま

す。 

貴職におかれては、行政財産の目的外使用許可が適切に運用される

よう、十分留意いただくとともに、貴都道府県内の指定都市を除く市

町村に対してもこの旨周知をお願いします。 

なお、本通知は、同法第２４５条の４第１項に基づく技術的助言で

あることを申し添えます。 

 


